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Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｊ２－２００ 懐中時計及び指輪時計等 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ２－２０ 一 携帯時計 

Ｊ２－２０Ａ 一 携帯時計（アナログ表示式） 

Ｊ２－２０Ｂ 一 携帯時計（デジタル表示式） 

Ｊ２－２０Ｃ 一 携帯時計（アナログ及びデジタル表示式） 

Ｊ２－２１ 全 指輪時計 

Ｊ２－２１Ａ 全 指輪時計（アナログ表示式） 

Ｊ２－２１Ｂ 全 指輪時計（デジタル表示式） 

Ｊ２－２１Ｃ 全 指輪時計（アナログ及びデジタル表示式） 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｊ２－４００Ｊ 置時計（蓋あり） 

Ｊ２－４００Ｋ 置時計（小形携帯用） 

Ｊ２－５００ 掛け時計 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

懐中時計 ペンダント時計 指輪時計 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

時間の測定、表示をする機器であり、携帯用として身につけて使用されるもの。 

身につけて使う時計で、 

直接身につけて使うペンダント時計、指輪時計、衣服や鞄に付けて使う懐中時計のように装身具的な要素

のある時計を分類する。。 

携帯用であっても旅行用等の置き時計としても使うものはＪ２－４００Ｊ、Ｊ２－４００Ｋに分類する。 

  時計付きネクタイ止めを含む。 

  腕時計は除く。→Ｊ２－３００ 

  携帯用ストップウォッチは除く。→Ｊ２－６ 

 
登録１１７７６８０６号  
吊下げ時計 

登録１０９２９７１号  
ペンダント時計 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

携帯時計   

   

 

登録１１２３５３６号  携帯時計 登録１１７４３９４号  
携帯時計 

登録１１７６７９８号  
携帯時計 

登録１０７３３４９号  
携帯時計 

登録８３５７７４号 指輪時計 


